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１ 目的 
 本研究の目的は、SNS の未成年者利用に伴う心身の健康被害、プライバシー侵害、及び有害コン

テンツ接触といった諸課題の深刻化を受け、諸外国が導入または検討する SNS 規制の多様なアプ

ローチを体系的に調査・分析し、それぞれの法的構造、実効性、及び憲法上の課題を明確に整理す

ることである。この分析を通じて、日本において喫緊の課題である未成年者保護と、表現の自由・

デジタルイノベーションの促進との適切なバランスを考慮した法制度のあり方を考察するための

基礎的知見を提示する。 
２ 方法 
 本研究の調査・分析方法は以下の 3 つの手法を用いる。 

１） 米国連邦法及び州法、豪州、及び EU 諸国の SNS 規制に関する政策法制を分析する。規制

アプローチを「アクセス制限型」（年齢による利用禁止・同意義務化）、「プライバシー設計型」

（高プライバシーデフォルト設定、ターゲティング広告制限）、「コンテンツ責任型」（有害コ

ンテンツ対策の義務化と罰則）の 3 つに類型化する。 
２） 類型化されたモデルごとに、年齢確認の義務化、アルゴリズム規制（レコメンド機能の制限）、

親権者の同意取得、及びプラットフォーマーに対する罰則規定といった具体的な施策の有無と

内容を詳細に比較検討する。特に、年齢認証の技術的な実現可能性と、それにより個人情報が

集中するリスクについても評価する。 
３） 規制導入後に生じている訴訟事例（例：米国内での州法に対する合憲性訴訟）や、業界団体

による反発、規制の施行遅延などの動向から、各規制モデルが直面する実効性の課題を多角的

に考察する。 
３ 結果 
 調査・分析の結果調査の結果として、諸外国の SNS 規制は、未成年者の安全を確保するために、

プラットフォーマーに対してより重い法的責任とサービスの設計義務を課す方向へと大きくシフ

トする傾向が見られる。アクセス制限型のアプローチは SNS 提供者に厳格な年齢確認義務を課し

ている一方、未成年者の表現の自由を侵害していると強く批判を受けている。また、公的 ID の使

用を強制しない年齢確認技術の開発と導入が、実効性確保の面から急務となる。プライバシー設計

型のアプローチとして、EU の GDPR、英国のデータ（利用とアクセス）法やカリフォルニア州の

年齢適正デザイン法（AADC）は、未成年者の最善の利益を考慮した高水準のプライバシー設定を

デフォルトとすることを義務付け、ターゲティング広告を制限する。さらに、EU のデジタルサー

ビス法や英国のオンライン安全法では、未成年者を中毒性の高い、または有害なコンテンツへ誘導

するアルゴリズムの利用を禁止するように、プラットフォームの内部設計への規制を強化している。 
４ 結論 
 以上により、日本においては、有害情報対策が努力義務に留まるなど、プラットフォーマーの法

的責任が不明確である。現在、16 歳未満の児童を特別に保護対象とする個人情報保護法の改正議論

が進められているが、諸外国の動向は、単なる年齢制限やプライバシー保護に留まらず、サービス

の設計・運用面における法的義務、及び有害コンテンツに対するリスク評価と軽減措置の義務化を

含めるべきであることを強く示唆する。 
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